
 

      

長野市（保健福祉部）プレスリリース 

 令和５年９月 29日 

 

 

 

感染症法の改正（令和６年４月１日改正）により、保健所設置市においても感染症予

防計画を策定することになりました。 

長野市感染症予防計画の策定に向けて、関係機関・団体との意見交換と連携を目的と

して長野市感染症対策推進会議を開催します。 

 

 

 

 

 

 

保健福祉部長野市保健所健康課 

（課長） 長澤 詩子   （担当） 宮下、中野  

電話：直通 026-226-9964 FAX：026-226-9982 

E－mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp 

長野市感染症対策推進会議を開催します 

 

１ 日 時  令和５年 10月３日（火）午後６時 40分から午後７時 40分まで 

 

２ 場 所  長野市保健所 猫舎・動物愛護交流棟レクチャールーム 

 

３ 内 容 

  (1) 感染症予防計画について 

(2) 長野市感染症予防計画（案）について 

 

４ その他  会議は全て公開です。 


